
イ）機械 処理水 に よる生息・ 生育環 境 の変化

造成 工事 に伴 い発 生す る機械処 理水 によ る、排 水地 点の 下流部 に生 息す る重 要な河

川水 生 生 物 種 の 生 息・ 生 育 環 境 の 変 化 を 、「6．5水 質 6．5．1土 砂 に よ る 水 の 濁 り」 の 予

測結果 及び類 似例 等 を基 に予測 した。

機械 処理 設 備 か らの処理水 の排 水 地点 は轟 川 中流 （p6－10－5に示 す調 査 地 点St．F）

であ る。

な お 、 工 事 中 に お け る水 の濁 りの 予 測 は 、 以 下 に示 す 赤 土 等 流 出 防 止 対 策 を 予 測 の

前提 と して い る。

「赤 土等流 出 防止対策技術 指針 （案）」（平成 7 年 、沖縄県 土木建 築部 ） に基づ き 、

赤土 等 の 流 出 を 防 止 す る こ とを基 本 と して 、 各 種 の 現 場 状 況 に 応 じ適 切 な発 生 源 対 策

を実施 す る。 発 生源対策 に よって抑制 され た濁水 につ いて は、地 下浸透 方 式や機械 処

理方式 の濁水 処理 対策 を実施す る こ とを前提 とした。機械 処理 方式 を併 用 す る轟川 流

域で は、底 面 に浸透機能 を持 たせ た南側 仮設調 整 池 を設 置す る こ とで赤 土 等 の流 出防

止を図 る計画 だ が、南側仮 設調整 池 の貯 留能 力 を超 える場合 は、機械 処 理設 備 に よっ

て、濁 水 の処 理濃 度が25m g／L以下 、処理能 力 が360 mソh規模 で轟 川へ 排水 す る。
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